
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

六
号
）
（
共
助
社
会
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

電
磁
的
方
法
に
よ
る
情
報
処
理
の
促
進
及
び
県
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
等
に
係
る
申
請
等
の
手
続
に
関
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
改
正
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
「
各
役
員
の
住
所
又
は

居
所
を
証
す
る
書
面
と
し
て
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
条
例
で
定
め
る
も
の
」
と
し
て
、

「
住
民
票
の
写
し
」
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

利
用
が
可
能
な
場
合
に
は
、
「
住
民
票
の
写
し
」
を
不
要
と
す
る
条
項
を
追
加
す
る
。 

 

㈡ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
係
る
申
請
等
の
手
続
き
に
関
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
、
通
知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
規
定
の
追
加 

 

㈢ 

法
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈢
に
つ
い
て
は
公
布
の
日 


